
入 札 説 明 書 

      広島県立三次看護専門学校（三次市東酒屋町 10518-1） 

TEL:0824-62-5141 FAX:0824-62-0954 

業務名 病院等実習に係る学生等移送業務 履行期間 
令和８年４月１日から 

令和９年３月３１日まで 
履行場所 

広島県立三次看護専門学校～ 

各実習施設・三次駅 

入札参加資格

確認申請書提

出期限 

令和８年３月６日（金） 

仕様書等に対

する質問書提

出期限 

令和８年３月１０日（火） 入札日時 
令和８年３月１８日（水） 

午前１０時００分 
入札場所 

広島県立三次看護専門学校 

１階会議室 

注 意 事 項 契 約 事 項 
 
１ 入札参加資格確認申請書（以下「申請書」という。）について 
 (1)  入札参加希望者は、公告で定める入札参加資格要件に応じ、誓約書のほか

次に掲げる必要な書類を申請書に添付しなければならない。 
  ア 一般貸切旅客自動車運送事業の許可書の写 
  イ 保有バスの車種・台数、運行従事者の人数を記載した書類（任意様式） 
  ウ 誓約書 
 (2)  申請書及び前号に定める必要な書類（以下「申請書等」という。）の作成に 
  要する費用は、入札参加希望者の負担とする。 
 (3)  申請書等に虚偽の記載をした者については、指名除外措置を行うことがあ 
  る。 
 (4)  申請書等の提出は、持参、郵便等又は電子メールによる。郵便等による提

出は、一般書留郵便、簡易書留郵便及び一般信書便事業者又は特定信書便事
業者の提供するサービスでこれらに準じるものに限る。（民間宅配事業者のい
わゆる「メール便」はこれに当たらない。） 

 
２ 仕様書及び図面（以下「仕様書等」という。）について 
    仕様書等に対する質問がある場合は、上記仕様書等に対する質問書提出期限
までに、持参、郵便等又は電子メールにより提出すること。 

 
３ 入札について 
 (1) 次に該当する場合は、その入札は無効とする。 
  ア 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。 
  イ 入札を取り消すことができる制限行為能力者の意思表示であるとき。 
  ウ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。 
  エ 入札者が二以上の入札をしたとき。 
  オ 他人の代理人を兼ね、又は２人以上を代理して入札したとき。 
  カ 入札者が連合して入札したとき、その他入札に関して不正の行為があっ 
   たとき。   
  キ 入札保証金が所定の額に満たないのに入札したとき。 

ク 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。 
  ケ 再度の入札をした場合においてその入札が一であるとき。 
   コ 入札に際しての注意事項に違反した入札をしたとき。 
 

 
 (2)  落札者がないときは再度の入札をする。ただし、無効な入札をした者は、 
  再度の入札に参加することができない。 
 (3)  再度の入札は５回を超えないものとする。 
 (4)  入札執行について 
  ア 代理人が入札する場合には、入札前にその代理権を証する書面（以下 
   「委任状」という。）を提出しなければならない。ただし、有効期間の 
   記載のある委任状をあらかじめ提出し、当該有効期間が入札の時期を含 
   む場合は除く。 
  イ 入札執行中における入札辞退は、入札辞退届又はその旨を記載した入

札書を、入札執行者に直接提出すること。 
  ウ 入札執行中は、入札執行者が特に必要と認めた場合を除くほか入札室 
   の出入を禁じる。 
  エ 入札執行中は、入札者の私語、放言等を禁じる。 
  オ 入札室には、入札に必要な者以外は入室してはならない。   
 
４ 契約書について 
 (1) 落札者は、契約担当職員から交付された契約書に記名押印し、落札通知

を受けた日から５日（広島県の休日を定める条例（平成元年広島県条例第
２号）第１条第１項に規定する県の休日を除く。）以内に契約担当職員に提
出しなければならない。ただし、やむを得ない場合は、この限りではない。 

 (2)  契約書は２通作成し、各自その１通を保有するものとする。 
  
 ５ その他 
   落札者は、契約担当職員が必要と認める場合、一般競争入札事務処理要領

に規定する別記様式第４号の２（経費内訳書）の作成及び別記様式第４号の３
（労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票）による調査（再委託を行う場
合は再委託先を含む。）に協力しなければならない。 

 

１ 広島県会計規則及び広島県契約規則に基 

 づき執行する。 

２ 入札保証金 

  □有 ☑無 

３ 契約保証金 

  公告に定めるとおり 

・ 平成 19 年 10 月 1 日以降に 57B 旅客運送の業務で契約

解除され、その後当該契約種目の業務の履行実績がな

い者 有 

・ 上記以外の者  無 

４ 地方自治法第 234 条の 3の規定に基づく 

 長期継続契約 □適用 ☑適用なし 

添 付 書 類 

☑ 公告の写し 

☑ 入札参加資格確認申請書の様式 

☑ 誓約書の様式 

☑ 入札書の様式 

☑ 委任状の様式 

☑ 契約書（案） 

☑ 仕様書及び仕様書別紙 

☑ 仕様書等に対する質問書の様式 

☑ その他（入札辞退届） 



６ 入札書作成上の留意事項 
⑴ 入札単価については、「一般貸切旅客自動車運送事業の運賃・料金の変更命令について（中国運輸局公示第 48 号令和 7 年 9 月 26 日改正）」（以下「公示」という）

に従って算出し、公示の下限額を下回らないこと。なお、車種区分については、公示で定められた区分のほか、次の表を参照すること。 
車 種 定 員 

コミューター車 １〜１３名 
小型車 １〜１８名 
中型車 １９〜２７名 
大型車 ２８〜４９名 

⑵ 各運行コース及びバスの車種別単価に各実習予定回数を乗じて算出した額の総合計金額で入札に付する。なお、実習予定回数は「入札書」に記載のとおりとする。 
⑶ 一日の往路及び復路を一業務とする。ただし、一日のうち往路のみ、あるいは復路のみの業務が発生した場合は、それを一業務とし、片道単価を適用すること。（県立広島

病院を除く） 
また、片道単価の算出方法については、次のとおりとし、あわせて入札書へ記載すること。 

ア キロ制運賃：学生片道（バス１往復）走行距離 
イ 時間制運賃：学生片道（バス１往復）走行時間（拘束時間）＋点呼・点検時間（２時間） 
ウ ア及びイへ⑴公示別紙１に表示された各運賃を乗じて算出するものとし、その運賃は、往復単価算出時に用いた運賃と同額とすること。 

⑷ 学生等の各乗降車地における乗降車時間は１回５分とし、拘束時間として加算すること。 
⑸ 県立広島病院については、実習開始までに学生を移送し、その後実習終了まで広島市⺠球場東バス駐車場⼜は中央公園バス駐車場で待機とし、駐車料金（2,000 円／日）

は、入札額に含めることとする。 
⑹ 「仕様書別紙」に必要事項を記入し、「入札参加資格確認申請書」とともに届け出ることとし、必ずその数値を基に入札単価を算出すること。 
  また、走行ルートに係る高速道路利用料金を含めることとし、次の表を参照すること。 

高速道路区分 三次ＩＣ〜宇品ＩＣ（1 回当たり） 三次ＩＣ〜⼾河内ＩＣ（1 回当たり） 
中型車 ３，５００円 ２，３３０円 
大型車 ４，９５０円 ３，１４０円 
特大車 ８，１８０円 ５，１２０円 

⑺ 標準的な運行ダイヤや所要時間、走行距離は、仕様書別紙のとおりとする。 
⑻ 「入札書」には積算内訳書を添付すること。 

 


